
【重要事項説明書別紙】 【 令和5年4月1日現在】

1.利用料金

（１）利用料金（１日あたり） 【単位：円】

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

１割負担 696 764 838 908 976

２割負担 1,392 1,528 1,676 1,816 1,952

３割負担 2,088 2,292 2,514 2,724 2,928

2,006 2,006 2,006 2,006 2,006

1,890 1,890 1,890 1,890 1,890

１割負担 4,592 4,660 4,734 4,804 4,872

２割負担 5,288 5,424 5,572 5,712 5,848

３割負担 5,984 6,188 6,410 6,620 6,824

【要支援の方】 【単位：円】
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※お支払いいただく利用者負担金は、別表をご確認ください。
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食費 朝食490円、昼食710円（おやつ含）、夕食690円

※1食ごとの計算となります。



（２）加算 【単位：円】

加算名　/　算定要件　/　利用料 1割負担 2割負担 3割負担

サービス提供体制強化加算Ⅲ（1日当たり） 6 12 18

夜勤職員配置加算（1日当たり）（※） 1割負担 2割負担 3割負担

（Ⅱ）ユニット型 18 36 54

（Ⅳ）ユニット型 20 40 60

看護体制加算（1日当たり）（※） 1割負担 2割負担 3割負担

　Ⅰ（1）常勤看護師を1名以上配置 4 8 12

　Ⅱ（1）看護職員数が次の基準に適合 1割負担 2割負担 3割負担

　・看護職員により24時間連絡体制を確保 8 16 24

　・看護職員数が常勤換算方法で利用者数25又はその端数を増すごとに1以上

機能訓練体制加算（1日当たり） 1割負担 2割負担 3割負担

　専従の機能訓練指導員を1名以上配置 12 24 36

個別機能訓練加算（1日当たり） 1割負担 2割負担 3割負担

　・専従の機能訓練指導員を1名以上配置 56 112 168

　・機能訓練指導員等が共同して利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの

　　心身状況を重視した個別機能訓練計画を作成

　・個別機能訓練計画に基づき利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練項目を

　　準備し、理学療法士等が利用者の心身状況に応じた機能訓練を適切に提供

　・機能訓練指導員等が利用者宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成し、その後

　　3ヶ月ごとに1回以上、利用者宅を訪問した上で当該利用者又は家族に対して、

　　機能訓練内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し訓練内容の見直し等を

　　実施

※1日平均夜勤職員数：歴月ごとにおける夜勤時間帯における延べ夜勤時間数を当該月の

日数に16を乗じて得た数で除し算定

　　夜勤時間帯を通じ看護職員又は、認定特定行為業務従事者等喀痰吸引等業務の登録

・見守り機器を利用者数の10/100以上設置し、安全かつ有効に活用するための委員会を

　設置し必要な検討を実施

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が50/100以上

・夜勤を行う介護職員又は看護職員数が最低基準を0.9回以上上回っている場合



若年性認知症利用者受入加算（1日当たり） 1割負担 2割負担 3割負担

　受け入れた若年性認知症利用者ごとに 120 240 360

　個別の担当者を定めている（認知症行動・心理症状緊急対応加算算定時は算定不可）

認知症行動・心理症状緊急対応加算（1日当たり） 1割負担 2割負担 3割負担

　医師が認知症の行動・心理症状が認められる 200 400 600

　ため、在宅での生活が困難であり緊急と利用することが適当であると判断した場合

　7日間を限度

療養食加算　（1食1回当たり、1日3回を限度） 1割負担 2割負担 3割負担

　医師の発行する食事箋に基づき提供された 8 16 24

　適切な栄養量及び内容を有する糖尿・腎臓・肝臓・膵臓病食・胃潰瘍食・貧血食・

　脂質異常症食・痛風食及び特別な場合の検査食を提供したとき

送迎加算　（片道当たり） 1割負担 2割負担 3割負担

　心身状態・家族事情等から送迎を行うこと 184 368 552

　が必要と認められる方に居宅と事業所間の送迎を行う場合

介護職員処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に加算及び減算を加えた総額の8.3％

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費に加算及び減算を加えた総額の2.7％

介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に加算及び減算を加えた総額の1.6％

（※）は要介護者の方のみ

（3）その他の料金

行事参加費、理美容費等は別途料金がかかります。

2.その他

　利用料の減免、支払い方法については重要事項説明書をご確認ください。




